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緑
江
地
区
に
関
す
る
部
分
二

二

区
域
の
範
囲

山
口
県
告
示
第
百
十
八
号

急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
の

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
十
五

そ
の
関
係
図
面
は
、
山
口
県

平
成
二
十
八
年
四
月
十
五

路

線

名

峰
ヶ
峯
公
園
線

玖玖

三

解
除
の
理
由

急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し

産
振
興
部
農
林
整
備
課
に
備
え

山
口
県
告
示
第
百
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法

を
認
定
す
る
。

平
成
二
十
八
年
四
月
十
五

一

解
除
に
係
る
保
安
林
の
所

下
関
市
豊
北
町
大
字
阿
川

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ

土
砂
の
崩
壊
の
防
備

区
域
の
範
囲
を
次
の
よ
う
に
改

指
定
に
関
す
る
告
示
（
昭
和
四
十

日

山
口

土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に
お
い

日

山
口

起終

珂
郡
和
木
町
大
字
瀬
田

珂
郡
和
木
町
大
字
和
木

用
地
と
す
る
た
め

、
そ
の
図
面
を
山
口
県
農
林
水
産

置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

律
第
百
八
十
号
）
第
七
条
の
規
定

日

山
口

在
場
所

字
江
向
一
一
三
四
の
一
（
次
の
図

た
目
的

一

め
る
。

七
年
山
口
県
告
示
第
百
十
号
）
の

県
知
事

村

岡

嗣

政

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

県
知
事

村

岡

嗣

政

点点

部
森
林
整
備
課
及
び
下
関
市
農
林

に
よ
り
、
次
の
と
お
り
県
道
の
路

県
知
事

村

岡

嗣

政

に
示
す
部
分
に
限
る
。
）

一 水線

告

示
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建

の
位そ

（定期）県 報 第 号

八標
市下

方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

、
次
の
と
お
り
包
括
外
部
監
査
契

地

名

及

び

松
市
大
字
西
豊
井
字
大
み
と
ろ
七
五
〇

一
か
ら
七
五
〇
の
三
五
ま
で

口
県
告
示
第
百
二
十
号

口
県
告
示
第
百
十
九
号

築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律

置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

の
関
係
図
面
は
、
周
南
土
木
建
築

平
成
二
十
八
年
四
月
十
五
日 緑江緑

次
に
掲
げ
る
地
番
の
土
地
に
存
す

号
を
市
道
宮
本
緑
江
線
西
側
境
界

柱
一
号
と
九
号
を
結
ん
だ
線
に
囲

名

大

字

名

字

関

市

豊
北
町
大
字
阿

川

緑江

第
六
十
七
号
）
第
二
百
五
十
二

約
を
締
結
し
た
。

番

地

幅

員

（
メ
ー
ト
ル
）

の
一
及
び
七
五
〇
の

四
・
〇

第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第

事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦
覧
に

山
口
県
知

江

四
五
三
八
の
一

四
五
三
八
の
一

向

四
五
九
八
の
一

二
〇
六
〇
の
一

江

四
五
六
八

四
五
四
三

四
五
三
五
の
三

る
標
柱
一
号
か
ら
七
号
ま
で
を

線
に
沿
っ
て
結
ん
だ
線
、
標
柱

ま
れ
た
区
域

名

地

番

江

四
五
三
五
の
二

向

一
一
三
四
の
一

条
の
三
十
六
第
一
項
の
規
定
に

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

指
定
年
月
日

四
六
・
四
平
成
二
八
、

四
、

一

一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

供
す
る
。

事

村

岡

嗣

政

三
号

四
号

五
号

六
号

七
号

八
号

九
号

順
次
結
ん
だ
線
、
標
柱
七
号
と

八
号
と
九
号
を
結
ん
だ
線
及
び

標

柱

番

号

一
号

二
号

か
ら
午
後
五
時
ま
で

場
所

山
口
市
滝
町
一

三

講
習
の
科
目
及
び
時
間

科

家
畜
の
取
引
に
関
す
る
法
令

家
畜
の
品
種
及
び
特
徴

家
畜
商
法
（
昭
和
二
十
四
年

習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま

平
成
二
十
八
年
四
月
十
五

一

講
習
の
対
象
と
な
る
者

家
畜
の
取
引
の
事
業
を
営

二

講
習
会
の
日
時
及
び
場
所

日
時

平
成
二
十
八
年

水
谷

昭

下
松
市
旗

四

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締

各
月
ご
と
の
概
算
払

公

（
一
五
四
）
家
畜
商
講
習
会
の

平
成
二
十
八
年
四
月
十
五

一

包
括
外
部
監
査
契
約
の
期

平
成
二
十
八
年
四
月
一
日

二

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締

基
本
報
酬
の
額
に
執
務
日

三

包
括
外
部
監
査
契
約
を
締

番
一
号

山
口
県
庁
農
林
水
産
部

目

法
律
第
二
百
八
号
）
第
四
条
の
二

す
。

日

山
口

む
た
め
、
家
畜
商
の
免
許
を
受
け

六
月
十
四
日
（
火
曜
日
）
及
び
同

岡
五
丁
目
六
番
二
七
号

結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に

告

開
催

日

山
口

間
の
始
期

結
し
た
者
に
支
払
う
べ
き
監
査
に

数
及
び
実
費
を
考
慮
し
て
算
定
し

結
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所

二
号
会
議
室

時

間

四四

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
家
畜
商

県
知
事

村

岡

嗣

政

よ
う
と
す
る
者

月
十
五
日
（
水
曜
日
）
の
午
前
九

要
す
る
費
用
の
支
払
方
法

県
知
事

村

岡

嗣

政

要
す
る
費
用
の
額
の
算
定
方
法

た
額
を
加
算
す
る
方
法

二

講時

公

告



平成
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二

り
ま

年 月 日 金曜日

二三（
一測

山 口 県

（
一測

国
土

一

（定期）報

に山
五六

第 号

四
相ル貼

項
の
規
定
に
よ
り
、
防
府
市
長
か

し
た
。

基
本
測
量
（
空
中
写
真
撮
影
及
び

作
業
の
地
域

岩
国
市

作
業
の
期
間

平
成
二
十
八
年
四
月
十
九
日
か
ら

五
六
）
公
共
測
量
の
実
施
の
終
了

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

五
五
）
基
本
測
量
の
実
施

量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百

地
理
院
長
か
ら
次
の
と
お
り
基
本

平
成
二
十
八
年
四
月
十
五
日

作
業
の
種
類

、
県
外
に
居
住
す
る
者
に
あ
っ
て

口
県
農
林
水
産
部
ぶ
ち
う
ま
や
ま

受
講
願
書
の
提
出
期
限

平
成
二
十
八
年
五
月
十
六
日
（
月

そ
の
他

こ
の
講
習
会
の
受
講
に
つ
い
て
の

（
電
話
〇
八
三

九
三
三

三
三
九

家
畜
の
悪
癖
、
機
能
障
害
及
び
疾
病

受
講
の
手
続

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙
及
び
写

と
し
、
出
願
前
六
月
以
内
に
撮
影

っ
て
、
県
内
に
居
住
す
る
者
に
あ

ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
の
実

オ
ル
ソ
画
像
作
成
）

平
成
二
十
九
年
三
月
三
十
一
日

八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お

八
十
八
号
）
第
十
四
条
第
一
項

測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が

山
口
県
知

は
山
口
市
滝
町
一
番
一
号
（
郵

ぐ
ち
推
進
課
に
提
出
す
る
こ
と

曜
日
）

問
合
せ
は
、
山
口
県
農
林
水
産

五
）
又
は
最
寄
り
の
農
林
事
務

受
講
願
書
に
家
畜
商
講
習
会
受

真
（
縦
三
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

し
た
無
帽
、
正
面
向
き
及
び
上

っ
て
は
そ
の
者
の
住
所
地
を
管

施
を
終
了
し
た
旨
の
通
知
が
あ

ま
で

い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

の
規
定
に
よ
り
、
国
土
交
通
省

あ
り
ま
し
た
。

事

村

岡

嗣

政

便
番
号
七
五
三

八
五
〇
一
）

。部
ぶ
ち
う
ま
や
ま
ぐ
ち
推
進
課

所
の
畜
産
部
に
す
る
こ
と
。

六

講
手
数
料
三
千
四
百
八
十
円
に

ル
、
横
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

半
身
像
の
も
の
と
す
る
。
）
を

轄
す
る
農
林
事
務
所
の
畜
産
部

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量

（
一
五
八
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
中
国

通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
二
十
八
年
四
月
十
五

平
成
二
十
八
年
四
月
十
五

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量

二

作
業
の
地
域

周
南
市
大
字
徳
山

三

作
業
の
期
間

平
成
二
十
七
年
十
一
月
十

三

作
業
の
期
間

平
成
二
十
七
年
十
月
一
日

（
一
五
七
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
山
口

通
知
が
あ
り
ま
し
た
。

平
成
二
十
八
年
四
月
十
五

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
道
路
台
帳
図

二

作
業
の
地
域

防
府
市

） の
終
了

律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条

四
国
防
衛
局
長
か
ら
次
の
と
お
り

日

山
口

日

山
口

）九
日
か
ら
平
成
二
十
八
年
二
月
二

か
ら
平
成
二
十
八
年
三
月
十
五
日

の
終
了

律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条

地
方
法
務
局
長
か
ら
次
の
と
お
り

日

山
口

デ
ー
タ
作
成
）

三

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四

公
共
測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨

県
知
事

村

岡

嗣

政

県
知
事

村

岡

嗣

政

十
六
日
ま
で

ま
で

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四

公
共
測
量
の
実
施
を
終
了
し
た
旨

県
知
事

村

岡

嗣

政

条の 条の



平成 年 月 日 金曜日

山
不

員
会

山 口

山
公

投
票名

介
護

ら

（定期）県 報

二三

第 号

二三一
「
介
護
老
人
保
健
施
設
あ
お
ぞ

ら

周

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

平
成
二
十
八
年
四
月
十
五
日

在
者
投
票
の
で
き
る
老
人
ホ

告
示
第
三
十
九
号
）
の
一
部
ー
ム

を
次

口
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五

の
で
き
る
介
護
老
人
保
健
施
設
を

平
成
二
十
八
年
四
月
十
五
日

称

所

老
人
保
健
施
設
あ
お
ぞ

周
南
市

作
業
の
地
域

山
陽
小
野
田
市
大
字
埴
生
字
東
道

作
業
の
期
間

平
成
二
十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら

選
挙
管
理

作
業
の
地
域

山
陽
小
野
田
市
大
字
埴
生
字
埴
生

作
業
の
期
間

平
成
二
十
七
年
十
一
月
二
十
日
か

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
基
準
点
測
量
）

南
市
大
字
栗
屋
一
〇
二
二
の
七

第
五
十
四
号

山
口
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員

の
指
定
に
関
す
る
告
示
（
平

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

成

第
五
十
三
号

年
政
令
第
八
十
九
号
）
第
五
十

次
の
と
お
り
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六
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十
八
年
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八
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八

六 長

中

村

正

昭

二
十
七
年
山
口
県
選
挙
管
理
委

五
条
の
規
定
に
よ
り
、
不
在
者

長

中

村

正

昭

指

定

年

月

日

平
成
二
七
、

三
、
二
六

ま
で

日
ま
で

」
を
削
る
。

四

選
挙
管
理
委
員
会



平成 年 月 日 金曜日

一二三

山 口 県 （定期）報 第 号

正
平

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
道
路
台
帳
図
デ
ー
タ

作
業
の
地
域

防
府
市

作
業
の
期
間

平
成
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
平

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
九
日
か

ペ
ー
ジ

三 三

平
成
二
十
七
年
八
月
二
十
九
日
か

雑

誤
成
二
十
八
年
四
月
一
日
山
口
県
公

ペ
ー
ジ

正

作
成
）

成
二
十
八
年
三
月
十
五
日
ま
で

ら
平
成
二
十
八
年
三
月
十
四
日
ま
で

段下誤 上誤

ら
平
成
二
十
八
年
三
月
十
四
日
ま
で

正 報

告
（
一
三
八
）
（
公
共
測
量
の

段

行
一

六

左
か
ら
一

実
施
の
終
了
）行

五

雑

報



平
成
二

平
成
二
十
八
年
四
月
十
五
日
印
刷

十
八
年
四
月
十
五
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁事


